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経

済

論

叢

第
十
八
巻

第
四
號

〔通
巻
讐

六
讐

大
正
十
三
年
四
月
讃
行

、

訊
孟涌

叢

虞
夏
青
に
見
ぼ
れ
穴
ろ
政
治
経
済
思
想

田

島

錦

治

緒

論

む

む

む

む

　

　

　

　

む

ロ

む

藪

に
虞
夏
雲
こ
い
ふ
は
、
伺
書

の
震
害
ξ
夏
書
類
を
併
稽
す
。
抑
も
術
書
は
支
那
最
古
の
典
籍

ε
も
謂
ふ
べ
く

む

む

む

研
は
上

の
義

・
上
古

の
書

な

る
を

以

て
僻
書

ξ

い
ふ
な

り
。

軍

に

書

ご
も

い
ひ
、
末

代
の
頃

よ
り
書
経

ε
呼

ぶ

　

む

　

史

記
孔
子

世
家

に

『
序

二
書
傳

↓
上
紀
二
唐
虞

之
際

一
下

至
二
秦

謬
司
編
二
次
其

串
の
」

ご
あ

り
。
漢
書
塾
友
志

に
日

く
『
易

日
。
河
出

レ圖

。
誰

出

レ書
。
聖

人
則
レ
之
。
散
書

之
班

レ
起
遠
夷
。

至
二
孔
子

一纂

焉
。
上
断

二
澱
発

明
下
詑
二
於

む

　

む

泰

明
凡
百
篇
。
而

爲
二
之
序

一
言
二
其
佑
恵
雨
秦
燐

レ
書

禁
レ
學
。
濟
南

伏
盤
濁

壁
一】藏
之
プ
漢
興
亡
失
。
求

得
三

一十

舗

叢

嘆
瓦
書
に
見
ば
れ
た
ろ
政
滑
縄
濟
思
想

第
十
八
巻

(第
四
號

・ご

七
〇
士



,

「

論

叢

盛
夏
書
に
見
ば
柾
た
る
政
治
経
済
思
旭

第
十
八
巻

(第
四
號

二
)

七
〇
入

九
篇
岬
以
敏
=齊
魯
之
間

叩
詑
二
孝
宣
世
↓
有
二
欧
陽
大
小
夏
霞
氏
叩
立
二
於
學
官
司
古
文
俗
書
者
。
出
二
孔
子
壁
中
4

武
帝
大
。
魯
共
王
壌
二
孔
子
.宅
叩
欲
三
以
廣
二
共
営
の
而
得
二
首
丈
俗
書
及
禮
記
論
語
孝
経
凡
藪
十
篇
ゆ
皆
古
字
也
。

美
玉
往
入
二
其
宅
司
聞
二
鼓
琴
麸
鍾
薯
之
音
司
於
レ
是
儂
乃
止
。
不
レ
壊
。

孔
安
国
君
孔
子
後
地
。

悉
得
二
真
書
剛
以

考
=
二
十
九
篇
叩
得
・
多
二
十
大
篇
一
家
國
獄
レ
之
。
遭
二
巫
盛
事
司
.未

し凋
二
子
畢
官
一
』

以
上
の
記
述
並

に
史
記
儒
林
刻
億
…を
併
せ
考
ふ
る
塒
は
、
荷
書
は
上
は
究
舜
よ
り
、
夏
股
周
を
経

て
、
下
は
秦

謬
公

に
至

る
ま
で
の
事
を
記
せ
る
古
書
を
孔
子
が
叙
述
せ
る
も
の
.に
し
て
、

「
旦
秦
火
の
厄
に
遭
ひ
て
、
他

の
あ

ら
ゆ
る
典
籍
ど
共
に
清
亡
し
た
る
を
、
秦
の
腓
の
博
士
濟
南

の
伏
生
(名
は
勝
)
が
霜

か
に
伺
書
を
壁
中

に
賊
し
、

漢
の
孝
炎
帝

の
時
、
九
十
饑
歳

の
老
齢

に
て
真
壁
賊
の
餓
に
辛
ふ
じ
て
得
た
る
二
十
九
篇
を
以
て
齊
魯

の
問
に
激

　

　

む

　

へ
た

る
な
り
。
謂

ゆ

る
今
次
但

書

は
是
な
り
。
武

帝

の
末

に
普
請
好

き
の
魯
夫

王

が
其
宮

殿
を
廣

め
ん
ご
欲

し
、

　

む

む

む

孔
子
の
替
宅
を
壊
ち
か
け
穴
る
に
、
圖
ら
す
古
或
伺
書
及
び
禮
記
論
語
孝
脛
凡
そ
数
十
篇
を
得

て
.
之
を
孔
子
に

還
せ
り
。
孔
安
國
は
伏
生
よ
り
聞
き
傳

へ
た
る
所
の
書
(即
ち
今
文
尚
書
)
を
以
て
衣
嚢
聖
者
諭

し
、
其
知
る

べ
き

者
を
定
め
當
時
行
は
れ
た
る
隷
古
の
書
膿
に
改

め
、
之
を
竹
簡

に
寫
し
た
る
が
、
其
篇
撒
は
伏
生
の
今
宵
.術
書
よ

り
十
⊥ハ
篇
多

か
b
し
ビ
謂
ふ
。

其
後
四
苦
永
嘉

の
齪
に
歴
代
の
典
籍
悉
く
ホ

ひ
、
術
書
も
赤
井
運
命
を
共

に
し
淀
る
が
、
東

晋
元
帝
の
聴

に
ヤ

梅
順
こ
い
ふ
人
、
孔
侮
言
衣
街
害

印
・り
孔
安
固
の
解
説
せ
る
重

久
術
書
の
意

)を
得
た
り
ε
稠
し
、
之
を
朝
廷
に

,



、
献

し
た
り
。
其
後
蕪
齊

の
時
代
に
雛
方
興
ε
い
ふ
人
・
麟
真
中

の
剛
曳
を
得
た
り
`
稠
し
て
之
を
漱

じ
塾
斯
く
し

て

一
旦
喪
失
せ
る
首
丈
街
書
は
再
び
世
に
出
で
て
、
以
て
今
日
に
至
り
カ
リ
。
然

る
に
現
存
の
古
交
儒
書
五
十
九

篇
中
、
今
　久
侑
書
に
も
共
に
有
る
部
分
に
謝
し
て
は
異
論
な
け
れ
こ
も
、
古
女
街
書
に
め

み
濁

り
有
る
部
分
に
謝

し
て
は
、
宋
の
興
械
、
朱
子
之
を
疑
ひ
、
-満
の
閻
若
蝶
、
王
鳴
盛
等
の
研
鑚
其
の
歩
を
進
め
、
遂

に
古
文
術
書
は

其
謂
ゆ
る
孔
安
国

の
傳

ご
共
に
皇
甫
諾
か
叉
は
王
湘
の
作
れ
る
備
書
た
る
こ
ご
に
決
定
せ
ち
れ
た
り
。
黙
れ
ぜ
も

偽
書
ご
構
せ
ら

る

、
部
分
も
多
く
は
逸
書
を
綴
軽

し
て
編
を
成
し
、
亦
以
て
吾
人

の
参
照
に
費
す
る
に
足
る
も
の

あ
り
。
故

に
朱
子
が
其
門
人
察
沈
を
し
て
「
書
経
集
傳
」
を
作
ら
し
む
る
に
方
り
、
首
丈
俗
書
全
艦
を
取
ら
だ
り
。

察
沈
の
序

に
コ

一帯
三
王
治
二
天
下
一之
大
経
大
法
。
皆
載
二
此
書

」
こ
め
り
。
實

に
伺
書
は
、
道
徳
を
大
本
嬉
し
、

人
君
が
國
を
治
め
民
を
濟
ふ
歌
治
の
綱
幾
を
示
し
π
る
も
の
な
り
。
さ
れ
ば
余
が
専
攻
す

る
輕
濟
思
想
の
研
究
を

尚
書
に
求
む
る
に
方
り
て
は
、
勢
ひ
置
き
意
味
の
縄
濟
即
ち
政
治
に
亘
ら
ざ

る
可
か
ら
す
。
而
し
て
余
輩

の
卒
素

む

ほ

む

む

　

む

　

　

　

む

　

　

　

　

最

も
皇
典

観
す

る
所

の
脛
濟

芭
道
徳

ε
の
關
係

又
は
其

合
致
は

、
此

書

の
最

も
善

く
激

ふ

る
所

な
め
。
彼

の
唯

物

史

観

の
僻

説

に
迷

ひ
、
階

級
闘
争

の
謬
想

に
濁

る

、
輩

の
如

き
、
若

し
能
く
此

書
を
理
解

せ
ば

、
遂

に
必
ず

大

に

阪
隔
る
百
あ

る

べ
き
な
b
o

]

」

余

ほ
固

よ
り
俗

書

の
全
艦

に
就

て
陶
其

包
含
す

る
所

の
政
治
纒
濟

思
想
を
講
究

す

る
を
欲

し
、
且
、
講
究

を
綴

げ

っ

、
あ
b

。
撚

れ
こ
も
此

書

π
る
至

て
難
解

の
書

に
し

て
、
真
金
慢

に
亘

り

て
の
講
究

を
終

る
は
、
猶

ほ
幾
多

論

叢

罠
瓦
書
に
見
1エ
れ
た
る
政
治
細
}濟
思
想

第
十
入
巻

(第
四
號

三
)

七
〇
九

/
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論

叢

虞
夏
春

に
見
に
れ
た

み
政
治
経
済
思
想

第
十
入
巻

(第
四
號

四
)

七

一
〇

の
日
子
を
要
す

る
を
思

ふ

に
由
b
、
取
り
敢

へ
す

、
伺

書

の
菅

薦

た

る
虞

書

ε
之

に
次
ぐ
夏
書

の
二

に
就
て
、
珈

か
講

究

し
だ
る
所

を
述

べ
て
、
敢

て
大
方

の
是
正

を
仰

が
ん
ご
欲
す

。
街
ほ
終

り
に

一
言
す

べ
き
こ

ε
め
昼
。
、古

来
古
女
尚

書
を
講
究

写
る
者
甚

だ
多

く
、
其
書
充
棟

も
亦
菅
な
ら
す

、

　

「
之
を
渉
猟
す

る
は
余

の
淺

學
短
才

の

能

く
す

る
所

に
井

す
。
然

る
に
余

頃
ろ
幣

の
王
先

謙
氏

撰
す

る
所
「
街
書
孔
博
多
正
」
留
獲

、
之

を
讀

む
に
古
來
諸

家
の
説
を
墨

け
て
、
長

を
探

り
短
を
補

ひ
、
精

に
し

て

、
且
要

を
獲

た

る
も

の
の
如

し
、
余
乃

ち
主

ご
し
て
孔
徳

薬

註
、
並

に
王
氏

の
書

に
依

り
、
　労
ら
他

の
二
三

の
書

を
参
酌

し

て
本
論

に
資
す

る
こ
ご
こ
な

し
た
り
。
讃
者

之

を
諒

せ
よ
。

第

一
章

虞

量
目

.

古

文
俗
書
は
、
虞

書
、
夏
書
。
商
書

、
周
書

の
四
部

に
分

れ
、
震

害
は
、
寛
典

、
舜
典
、
大
高
謀

、
泉
隔

膜
、

盆
櫻

の
五
篇

よ
り
成

る
。
伏

生

の
今
文

駕
書
は
、
禿
典

の
中

に
舜
典

を
合

し
、
大

底
誤

な
く
、
又
、
墓

陶
諜

に
盆

櫻
を
合

し
て

一
篇

ご
な

せ
ら
o

'

　

　

む

む

　

む

　

む

　

む

ウ

　

む

　

虞

書
を
讀

み

て
、
先

.っ
威

す

る
こ
ε
は
、
支

那

上
古

の
経
済

思
想

が
道

徳

に
淵

源

し
、
且

合
致

せ

る
こ
嬉
是

な

コ

コ
ニ

カ
ソ
ガ
フ

ル
ヨ
ノ

b
。
発
典

の
首
に
、
尭

の
徳
を
頌
し
、
其
徳
化
の
及
ぶ
所
を
記

し
て
曰
く

「
日
者
稽
一一
古
市
尭
明
日
放
勲
。
欽
明

'
衣
思
安
安
。
允
恭
克
譲
。
光
二
被
四
表
④
格
二
子
上
下
[。
克
明
二俊
徳
④
以
親
二
九
族

噸
九
族
既
睦
。
平
=
章
百
姓
司



ア
ア

ゴ
レ

百
姓
昭

明
、
協

二
和
萬
邦
岨
.黎

艮
於
攣

時
雍
」
ゼ
。

同

着
は
越

若

ξ
同

じ
く
獲

語
.の
辞

な
り
。
放
勲

は
大
勲

ε
い
ふ

こ
ε
し
。
莞

の

一
名
な

も
。
舜
を

電
撃

こ

い
ひ
、
禺

を
支

分

ピ

い
ふ

の
類
な
り
。
欽

明
は
欽
敬
通

明
な

り
。
丈

思

`

安
安
は
・
今
次
に
は
交
墨
髭
曇

に
作

る
。
丈
は
藍

碧

る
ヒ

、
塞
は
道
徳
純
備
せ
る
こ
ご
、
曇
曇
は
其
寛
和

の

　

徳
を
航
す
る
な
り
。
或
は
思
を
以

て
思
慮
深
し
ピ
解
く
も
の
あ
り
。
亦
通
す
。
尭
は
欽
.明
衣
思
安
安

の
徳
を
具

へ

て
、
猛
ビ
恭
し
く
穿
く
譲

る
。
故
に
其
徳
光
は
四
海
の
外
に
被

ふ
り
、
天
地

の
間

に
亘

る
。
発
の
徳
の
人
な
る
夫

れ
斯
の
如

し
、
而
し
て
此
大
徳
を
明
に
す

る
や
.
先
づ
九
族
を
親

み
、
九
族
既
に
睦
一
し
て
、
盲
斑
を
孕
均
章
明

む

　

に
し
.
百
姓

昭
明

に
し
て
、
萬
國

を
協

和
す
。
斯

く

し

て
、
天

下

の
億
兆

は
発

の
徳

に
化

し

て
雍

和
す

。
光
暈

の

『
古

之
徹

レ
明
二
明
徳
於
天

下

一者

、
先
治

一一其

國
的

獄
レ
治
二
其
國

一考

。
先
齊
二
其

家
司
欲

レ齊

二
其
家

一着

。
先
修
】一
其

身

の
欲

レ修
二
其

身

】者
、
先

正
二
真
心

↓
欲
レ
正
二
共

心

】者
。
.先
誠
二
其
意

の
欲
レ
献

一其

意

一巻

。先

致
「其

知
司
致
・
如

在

レ格
レ
物
」

ε

い

へ
る
ご
恰

か
も
符

節
を
合
す

が
如

き
も

の
あ
り
。
九

族
は
父

族
四

、
母
族

三
、
妻
族

二

ざ
い
ふ

説

あ
り
・

叉
は
高
凪

、
膏

血
、
耐

、
父

、
己

、
子

、

孫
、
曾
孫

、
玄

孫
を

い
奮

の
説

あ
り
。

百
姓

は
百
官

い
・

ふ
説
あ
り
、
又
は
畿

内
の
民
庶
留
指
す

ε
い
ふ
読

め

り
。
後
説
を
.探

る
人

(票
況

)
は
萬
邦
を
以

て
、
天
下
諸

候

の

國

を
指

し
π
り
。
要
す

る
に
尭

の
徳
化

が
、
近

き
よ

り
遠

き

に
及

ぶ
こ
ご
を
示

せ
る
に
外

な
ら
す
。

尭

の
允

に
恭

し
く
克
く
譲

る
ε
い
ふ

こ
ご
は

、
最

も
注
意

を
要
す

。
允

に
克

く

ε

い
ふ
は
誠
意

正
心
よ
b
出

花

る
も

の
な
り
。

論
語

に
、
孔

子

の
八

ε
な
り

を
記

し

て
.
温

良
恭
倹
譲

こ

い

へ
り
。
實

に
講
談

の
徳
は
支

那

の
⊥

胎

叢

虞
真
書
に
見
に
れ
た
ろ
政
治
経
済
思
想

第
†
八
巻

(第
四
號

五
)

七
一
一



論

瀞
…

臨
夏
書
に
見
に
れ
た
乃
政
治
纒
濟
思
想

欝
卜
八
省

(第
四
號

六
)

七

「
二

言

の
天
明
の
特
色
な
り
。
唐
虞

前
代

の
賢
哲

が
此

徳

を
具

へ
た

る
こ

ご
は
、
街

書
の
交

に
徴

し
て
明
白

な
b

。

即

ち

尭
は
共
子

の
丹
朱
を
措

き
て
.
位
を
高

に
譲

り
、

舜
は
真
子

の
商
均
を
措

ぎ
て
、
位

を
禺

に
譲

り
、
舜
高

も
容

易

に
譲

り
を
受
く

る

こ
ご
を
脅

せ
す

し

て
、
概

故
の

位

に
即

き
陀

る
如

き
は
其
著

る
し
き
例
な
り
。
其

他
》
棄
、

契

.
泉

陶

、
垂

、
盆

、
伯

夷
等

の
賢

臣
が
互

に
相

推
譲

せ

る
、
而

も
推

さ
れ
て

一
且

共
任

に
就

く
や
、
勤
勉
忠
誠

能

く
共
職

に
盤
す

も
の
は
、
是

れ
発

の
百
姓
を
牛
車

し
、
萬
國

を
協

和
す

る
の
治
を
輔

威
し

た
る
所
な

り
。
黎

民

ア
ノ

ユ
レ

の
於
.攣

り
渦
時
雍

一
は

,
恭
謹

の
徳
化

に
非
す

し
て

何
ぞ
や
。
嗚

呼
輓
近
功
利

の
説
盛

に
行

は

れ
、
人

入
皆
他

に

先

ん
じ

,
他
を
排

し
て
己

れ
を
利

ぜ

ん
ご
勉

む
。
而

し
て
階
級
闘

箒

の
説
は
、
恰

も
火

に
薪

を
添

ゆ

る
如

く
、

是

に
於
て

か
黎

民
は
あ

あ
墾

り

.
こ
れ
開

く
、
實

に
悲

む

べ
き
な

り
。

し

　

　

む

　

　

の

む

む

　

む

　

む

む

む

ド

虞
書

を
讀

み
て
、
第

二

に
威

す

る

こ
ご
は

、
蔽

み

て
民

に
時
を
扱

く

る
こ
ε
是

な
り
。
帥

ち
民
を

し
て
耕
橿

の

時

を
誤

る
こ
ご
な

か
ら
し

め
、
從

て
氏

の
焚
を

足
ず

の
吹

壷

ん
じ
π
る
こ

ご
是
な

り
。
発

共
に

「
乃
命
二
霰

梨

ツ

ヅ

シ

ロ
ニ
　ア

欽
若
二
臭

天
田
暦

二
象
日
月

星
辰
司
敬

授
憎入

塒

一」

ご

あ
り
。

舜
典

に
も
『
食

哉
惟
特
、
柔

レ遠

能
レ
纒
」
ご
あ
り

。
大

高
膜

に
『
徳
惟
善

政
。

政
在
レ養

ン民

」
ご
あ
り
。
発

は

歳
武

和
氏

に
令

し
て
.
大
女
を
司

ご
り
、
暦

を
作

ら

し
め
、

之

を
人
民

に
頒
ち

た
b
。

其
創
意

の
周

到

な
る
や
、

義
仲

薇
叔

相
仲
細
叙

の
四
人

に
分
合

し

て
、
隅
夷

(暘

谷

ご

い
.ε

南
交

〔交

趾
な

り
)
西
(
昧
雰

.こ
い
ふ
)
動
力

山

都

こ

い
志

/
の
四
所

に
居
ら

し

め
、
天

文
を
窺

ひ

、
氣

鏡
セ

渕
ら

し

の
π
り
。
當
聴
天
文

及
び
暦
.の
學

は
、
大

に
蓮

歩

せ

る
も

の

、
如

く
.
而

し

て
此
等

の
學

は
民

を
治
む

る

.



、

實
際
の
必
要
よ
り
来
り
だ
る
こ
ε
は
注
意
に
値
す
。
史
記
暦
書

に
曰
く
『稽
黄
帝
考
二
定
星
暦
⑩
建
二
立
五
行
一
越
二

滑

皇

正
・
閏
螢

-
…
…
・領

頚
受
・
之
。

乃
命
二
南

正

重

一戸

天
以
齢

神

。
命
=
火

止
黍

司
地

以
圏

レ民

。使

覆

三

態
曳

.…
…
.塗

復
遂
壷

黍
之
後
不
レ
忘
轡

資

質

一復
興
芝

。
而
立
二
義
和
之
寛

明
レ整

レ
度
・
則
陰
陽
調
・

風

雨
節
。
茂
氣

至
。
民
無

二
矢
疵

】」

ご
。
漢
書

律
暦

書

に
も
亦
略

ぼ
同

一
の
事

を
載

す
。
諾

が
舜

に
位

を
譲

る
腓

の
語

に
『
天
之
暦
数
在
二
爾
躬

「」
ご
あ
り

.
舜

が
禺

に
譲

る
ε
き
も
亦

同

　
の
語

あ
り
。

是
亦
以

て
古
聖

帝

の
暦

を

重

ん
じ
た
る
を
観

る

べ
き
な
り
。

つ

む

つ

む

む

　

り

む

　

む

　

む

　

む

む

虞

書
を
讀

み
て
第

三

に
威

す
る

こ
.し
は
、
常
時

分

業
協

力

の
道

が
大

に
備

は
れ

る
こ
ご
是

な
り
。
而

し
て
此

黙

鳳
国
家

の
官
職

に
就

て
最

も
明
白

に
之
を
窺
知
す

る

を
得

べ
し
。

後
世
尭
燐

の
政
治

を
指

し
て
、
無

、駕
に
し
て
化

す

ε
い

へ
ぜ
」
も
、
決

し
て
眞

に
無

爲
無

策
大
冊
素
朴

な
り

し
に
は
非
す
。
謡

舜

が
能
く
職

を
分
ち

て
、
適
材
を

適

所

に
世

さ
、
治
績

凋
鵡
太

に
暴

り
だ

る
を
謂

ふ
な
り

。
例

へ
ば
高

が
洪

水
を
治

め
、
棄

〔后

櫻

)
が
稼
穡

を
督

し
、

泉

陶
が
法
を
司

ご
り

湿
る
が
如

き
は

、
是
な
b
。
合

舞
典

に
依

る
に
當
特

の
官

制
は
大
要
左

の

如
し

(
下
に
掲

ぐ

る
は
人
名

)
。

司

室

本
土
を
李

一
る
官
.

、
.

禺

后

櫻

農
桑
を

勧
む

る
官

棄

司

徒

漱

を
掌

こ
る
官

契

論

叢

懊
夏
春
.」
見
は
れ
六
ろ
政
治
纒
幡
一思
想

舶用
十
八
巻

(第
四
魏
、

七
)

七

=
二

、●

1



論

叢

土虞秩

宗

典
.
樂

.

納

言

四

岳

十
二
牧

虞
夏
書
に
見
に
れ
搾
る
政
治
纏
澗
思
想

理

官
即

ち
裁
割

刑
罰
を
掌

る
官

山

澤
を
掌

ざ
る
官

鵜
脳を
堂
・ε
る
官

樂
を
掌

己
る
官

喉
舌
の
官
邸
ち
下
言
々
聴
音
て

上
に
納
れ
上
言
か
刊反
け
て
下
に
宣
す

四
岳
諸

候

の
事
を
統

ふ
る
官

十

二
州

の
地

力
長
官

第
†
入
巻

皐盆伯

陶 爺

鍵

夷

入

)

七

一
四』

右
の
内
四
岳
は

一
人
な
り
ぜ
い
ふ
説
乙
、
四
人
な
b
ε
い
ふ
説

ご
あ
り
。
叉
嘉
典
に
る
羨
仲
義
叔
相
仲
和
叔
は

む

む

即
ち
四
岳

な
り

ざ
い
ふ
説

ご
、
然

ら
で

ご
い
ふ
説

ご

あ
り
。
前
掲

司
室
乃

至
納
言

を
九
官

ε

い
ひ
、
此

上

に
官
撰

を

総

ふ
る
総
理
大
臣

に
當

る
盲

あ
り

て
、
禺

が
之
を

兼

ね
た

り
こ

い
ふ
説

あ
り
。
此
説

の
起

り
は
、
尭

が
舜
を
登

コ
レ
ヅ
ィ
ヅ

庸

し
た
る
時

の
記

畢
に
「
納
一手

百

糞

百
揆
塒

叙
」
の
交

あ
り
。

又
隣
が
四
岳

に
諮

問

せ
る
語

に
『
使

レ宅
二
百
揆

一」

の
交

あ
る
よ
b

来
れ
ポ
な
b
。
百
揆

は
百
官

な
り
。

百
揆

に
敵

る
も
、
百
揆

に
毟

る
も
共

に
百
官

を
絡
ふ

る
こ
ご

.

な
り
。

'

.

.夫
れ
斯

の
如

く
、

之
を
上

に

し
て
は
政
府

の
官
職

の
分
業
大

に
備

は
れ

る
を
見

、
之
を
下

に
し
て
は
人
民

の
間

の
農

工
商

の
分
業

も
亦
大

に
嚢

遽

し
陀

る
は
、
蓋

し
想
像

に
難

か
ら
す
。
易

に
曰
く

(繋
辟

下

)



コ
レ
テ

盲
者
包
犠
氏
之
王
二
天
下
}也
。
仰
則
観
二
象
於
天
鱒
偲
則
観
二
法
於
地
謁
親
三
鳥
獣
之
交
興
二地
之
宜
4
近
取
二
諸

コ
レ
チ

身
4
遠

取
二
諸
物

剛
於
ン
是

始
作
二
八
封
冊
以

通
二
紳
明
之
徳

司

以
類

二
萬
物

之
情

殉
伶
二
結
縄

一而

作
二間
醤

帰
以
佃

以

漁
・
叢

二
瞭

　
三

蚕

下
壁

。
背

離
縷

。
日
月
麗
乎
天
苦

戦
果

麗
二
乎
圭

重
明
以
麗
二

乎
正
4
乃
化
=成
天
下
⑩
韓
駐
日
。
離
麗
也
。
閏
苦
之
用
。
整
容
二
物
之
所
下
麗
也
。
魚
麗
二干
水
明
獣
麗
二
干
山

一

也
。
)

包
犠
氏
没
り
紳
農
民
作
。
断
レ木
爲
レ
粗
。
揉
レ
木
蔦
レ
来
。
束
縛

之
利
以
激
二
天
下
司
蓋
取
二
諸
盆
4

(

=
=

;

ヨ

ね
コ
プ

コ
ト

カ

ギ
リ

震

下
堤
上
。
.蒙

日
。

盆
損
レ
上

盆
・
下
。
民

設
光

レ
彊
。
自

レ
上
下

レ下
。
其
道

大
光
。
韓
註

。
制

レ
器
世
レ
豊

以
盆
一
[

萬
物

【。

)

日
中
爲
希

。
漱
】天
下
之
塁

聚
二天
下
費

憂

身
而
退
。
毒

二其
璽

叢

二薩

唾

(三

≡

震
不

離

上
。
条

目
。
願
中

有
レ
物

日
二騰

嗜
剛
隣
嗜

前
事
。

韓
註

。
臓
嘘
合
也

。
市
人

之
所

レ聚

。
異

方

之
所

レ
合
。
設
レ
法

似
合

レ物

。
騰
嘘

之
義
也

。
)

甦

擾

。
幕

無

氏
作
。
.通
・麸

蛋

民

不
徳

。
孵

化
・く

使
・民
宴

之
。
易
欝

攣
。欝

通
。

通
則
久
・
是
以
自
レ
天
櫛

之
・
士
晃

レ
不
レ
利
・
黄
帝
発
舜
撃

衣
裳
蒲

天
下
治
・
蓋
取
二
諸
乾
坤
貢

韓
註
。
垂
二

衣
裳

一以
辮
督責

賎
而
乾
愈
坤
輿
之
義
也
。
)

劉

薦

垂

刻
レ養

私

、
霜

之
利
以

濟
レ不
藏

。
致
レ葺

利
二
天
下
蓋

罫

嚢

二

=

一=

玖

論

叢

瑛
夏
書
に
見
収
れ
煮
る
政
治
縄
濟
思
想

第
+
入
谷

(第
四
號

九
)

七
一
五



β

論

叢

瑛
夏
書
に
監
に

れ
た
る
政
治
郷
濟

思
想

鮒
十
八
巻

(第
四
號

　
○
)

七

二
八

八

レ

下

翼
よ
。
,象
日
。
漢
　覧
。
剛

來
而

不
レ
窮
。
柔
得

二
位
乎
外

一而

上
同
。
韓

註
。
漢

看
乗
理

以
散

動
也

。
)
.

服
レ集

馬

引
蚕

致
レ導

以
利
=天
下
一
叢

二薩

二

三

=
雫

空

。
書

。
随
・剛
需

下
・柔
。

韓

註
。
随
随

レ官

地
。
服
.レ
牛
乗

レ馬

、
随
二
.物
所
7
之
。
各

得
二
其
宜

一也

。
)

ハ

八

重
門
馨

・
以
輿

駅
餐

叢

=
諸
饗

(…一二

=
坤
嚢

上
。
藷

。
豫
剛
慮
而
志
行
。
順
身
動
豫
。
韓
註
。

取
二
宮
八種
…備

の

)

暫

木
解

杵
・
堀
馳

爲
旨

・
臼
杵
之
利
。
萬
民
具
濟
。
叢

藷

小
過
ご

≡

…

艮
下
腿
上
。
象
日
。
小

.

過

。
小
者
過

所
亨
也

。
韓
註
。
以

レ小
用

而
濟

ノ物
色

。
)

弦
糸

解

弧
・
製

本
爲
レ矢
。
狐
火
之
利
以
璽

天
工

叢

三諦
揆
三

一
;

雫

離
上
。
書

肇

需

上
・
澤
鋤
彫

・
二
女
同
居
・
悉

不
二同
行
轟

註
。
監

也
。
物
乖
則
量

。
弧
矢
.之
用
、'所
・以
威
・奉

・

也

。
)

.

上
裳

屠
所
野
嘩

後
世
笑

・
易
レ之
以
二宮
室
三

棟
丁
字
.
紘

藤

里

叢

二諸
大
池

(=
=

一畜

下
垂

.
藷

。
大
壮
大
糞

也
。
剛
以
動
、
整

.
韓
註
。
宮
室
肚
・
大
於
穴
蝿

故
制
・
讐

寧

趣

諸
汰

肚

一也
。
)

古
之
葬
者
・
厚
衣

レ
老
身
ン
薪
。
葬
二
之
中
野
の
不

レ封

不
セ樹

。
喪
期

元
歌
。
後
世

聖

人
易
レ
之
以

二相

梛
4
蓋
取
=

諸
大
過

の
(一
=

=
㎜
翼

下
見

上
。
塚

日
。
大
過

。
大
看

過
也
。
韓

註
。
取
二
其
通
厚

司

)

」



上
纂

縄
以
治
。
後
墨

入
易
乏

以
・藁

葺

官
以
治
。
捷

暴

。
豊
里

雲

}̂三

=

乾
下
金

、

八

条

日
。
夫

決
也
。
剛

決

レ
乗
地

。
健

而
読

。
決
而

和
。
韓

註
。
央

決
也
。
書
契
所

二
以
決
三
脚
萬
事

H也

。
)

ロ
ス

皮

記

に
櫨

る
に
、
庖

犠
氏

に
就

て
は
『
薬
圃一棲
牲

一以
庖

厨

。
故

口
=庖

犠

「』
ご
説

き
。
棘
農

に
就

て
は
「
始
嘗

=
百

キ

ミ

ア

ワ

マ
メ

壮早
一
拍
有
ご
麟
藥
↓
ヌ
作

二五
粒

之
琴

一」
ε
述

べ
。
黄

帝

に
就

て
は
『
藝
二
五
種

一」

(
黍

、
秘
、
款

、
夢

、
稻

)
『
時
ご

播

百
穀
草

木

「』
「
勢
二
勤

.脱
力
耳
R
司
節

=
用
水
火
材
.物

一」
ざ
書

し
。
帝
轡

に
就

て
は

「
取
ご
地

之
財

一而
飾
二
用

之
司

無

二敏

萬
民

[而

利
二
謳

之
の
暦

二
日
月

}而
迎

二
途
之

一」
ご
記

し
た
り
。

以

上
、
俗
書

、
易
及

び
虫

語
勢

の
女

に
擦

る
に
、
支

那

に
放
て
は
唐
虞

よ
り
遙

か
以
前

に
於

て
、
天

文
暦
藪

の

學

は
興
り

、
佃
漁

農
牧
工
商

の
業

は
進

み
、
水

陸
交
通

の
道

は
開

か
れ
、
人
民
衣
食

住

の
程

度
は
漸

く
高

ま
り

、

而

し
て
唐
虞

の
世

に
遭

ひ
て
、
磯

樂
刑
政

は
大

に
備
は

b

て
、
燦

爛

π
る
文

明

の
光
輝

が
四
表

に
護
揚

し
た

る
を

知

る
な

り
。

想

ふ
に
當
特
民
業

の
中

に
於

て
、
農
業

が
最

も
重

ん
せ
ら

れ
た

る
は
勿
論
な

る
ぺ
け
れ
ご
も
、

工
商
及

び
交
通

の
輯
業

も
亦
決

し

て
鼻

下

せ
謝

れ
た

乃
ご

ざ
な

き
が
如

し
。

即
ち
前
掲
易

の

『
日
中

爲
レ
市
。
交
易
而
退

。
各
得
二

其

所

】」
の
文
句

を
玩
味

す
れ
ば

、
.支

那
人
が
如

何

に
古

く
よ
り
交

易

の
眞
理
を
解

し
た

る
か
を
知

る

べ
く
、
叉

之

ピ
同
時

に
、
殴

洲

に
於

て
は
第
十

八
世
紀

の
英

俊

ま
で
も

、
交
易

に
於
け

る

　
方

の
利

は
他
方

の
損

な
リ

ピ
の
偏

」
見
謬
想
を
抱

き
た

る
重
商
論
者
及

び
自
然

法
則
學

涙

(冒
璽
。
・
昌慈
望
=
"
}、ξ

巴
o
∩
「馨
『
ヨ
)
の
蒙
昧

を
笑
は
ざ

る
を
得

論

叢

虞
夏
書
に
見
に
れ
た
ろ
政
治
経
済
思
想

第
+
八
巻

(第
四
號

一
こ

七
「
七



論

叢

墨

髭

に
れ
た
る
落

語

懸

第
+
霧

(欝

號

三

)

忘

八

ざ

る

な

り

む

緊

天
下
を
馨

し
・
、
東
は
岱
蜜

喬

)に
否

、
商
議

岳
(密

)
に
手

、
西
諸

量

華
山
)。
至
り

北
は
北
岳

(恒
山

)
に
至

る

に
、
歳

の
二
月

よ
り
十

一
月

に
至

る
の
間

に
於

て
す
。
想

ふ
に
此

時
は
禺

の
既

に
洪
水

落
.

め
砦

後
な
る

べ
し
露

も
、
　釜

の
便
、
繕

輿
馬
の
利
、
既

美

桶

は
る
に
非
す
ん
ば
、
焉
そ
去
れ

斯

の
如

き
を
得

ん
や
。

　

　

.

且
前
極

げ
た
る
恕

、
易
の
舞

に
、
交
易
を
解
し
て
蓋
し
響

腰

最

を

い
ひ
、
舟
楫
の
利
藻

.

て
蓋
し
諸
藩

量

る
蕊

ひ
・
翠

驚

を
響

取
を

・
ふ
の
類
・
、
宜
し
善

人
の
無

難

三

・
断

獄
甚

す
・
但
し
余
寒

迎

撃

は
墜

に
問
題
の
鶴

を
蓼

・
を
恐
れ
て
、
讐

家
轡

韓
註
毒

掲
げ

て
聯
か
譲
看
の
参
照
に
費
す
る
に
止

め
π
b
、

舜
葎

慶
叢

の
製

を
天
下

に
均

】
な
ら
し
め
馨

は
亦
讐

す

・
に
足
・
。
律
は
　
.
讐

、
、
度
は

「
毛

ノ
サ
ζ

畏

「
マ
ζ

衡
は
「
劣

ソ
」
な
b
。
漢
葎

歴
志
及
び
茶
掛

振
る
に
、
董

讐

共

葎

に
本

つ
く
。
黄

鐘
、
大
族

、
姑

洗
、
薙
賓

、
夷
則

、
無
射

、
大

呂
、
爽

鐘

、
仲

侶
、
林
鐘

、
南

呂
、
悉
鑓

こ
⑳
な

り
。
.

六
を
讐

な
し
・
奮

骨

・
す
・
凡
・
f

一管
・
皆
脛
三
盆

.
室
見

分
、
而
・
・
黄
鐘
九
寸
最
・
芒

.

莞

+

分
の

一
を

一
書

な
し
、
+
・分
を

一
乏

し
.
†
寸
を
尺
、
+
.尺
髪

、
+
、丈
を
引
ε
爲
す
。
憂
節

ち

ヤ
ク

度
な
り
・
轟

の
骨

濯

の
黎

の
撃

一
千
看

粒
を
寄

ぺ
七
、
此
暑

一
念

寫
し
、
+
倫
蕃

.、
鋼

胃



　

ア
　

げ　

　

お
　

い

ド

セ

し
、
十
合
を
升

.
十
升
を
斗

、
十

斗
を
解

ど
捻

す
。

足

れ
即

ち
量

な
り
。

次

に

一
念

の
租
黍

の
重

さ
を
十

二
鉱

己

し
、
而
倉

即
ち

二
十

四
鉱

を
爾

ご
爲

し
、
十
六

爾
を

斤

ピ
駕
し
、
三
十
斤

を
釣

芭
駕

し
、
四

鈎
を
石

.迄
駕
す
。
・
是

れ
即

ち
衡
な

b
。
斯

の
如

く
黄
鐘

を
以

て
律

度
量
衡

の
す

べ
て
の
基
本

ピ
爲
し
、
此
制
度

を
天
下
諸

国
に
均
し
く

行

ひ
た

る
は

、
賢

に
驚
嘆
す

べ
き
も
の
あ
り
。
漢
書

律

歴
志

の
首

に
『
虞
書

目
。
乃

同
二
後

度
量
衡
一
所

下
以
齊
二
遠

近

一立
中
氏

信
上
世
」
ε

い

へ
る
は
適

評
ご
謂

ふ

べ
き
な

り
。
佛
蘭

四

が
千
七

百
九
十

九
年

に
於

て
、

始

め
て
採

用

せ

　
メ
　

ト

レ

る
米
突
制
度
に
髣
髴

た
る
、
而
か
も
其
基
.本
を
音
律

に
置
く
に
於
て

一
層
審
美
的
な
る
度
量
衡
制
度
が
、
西
暦
紀

元
前
二
千
一二
百
年
の
上
古
に
於
て
考
案
せ
ら
れ
、施
行
せ
ら
れ
π
る
事
資
を
見
る
円
き
は
、
支
那
が
上
古
以
来
久
し

マ
コ

ぐ
自
か
ら
夏
ざ
呼
び
、
華
夏
ざ
名
け
、
中
華
叉
は
中
国
ε
綱
し
、
外
國
を
夷
狄
蟹
戎

ご
鷹
構
し
た
る
は
、
亦
艮
ε

ユ

ヘ

ト
ウ

コ
レ

に
以

あ
り

ご
謂

ふ

べ
き
欺
。

舞

典

に
『
盗
二
+

有
二

牧

一日
。
食
哉

惟
聴

。
柔
レ
遠

能
レ
遍

。
惇

レ徳

允
レ
元
。
而
難
二

む

　

セ

　

　

　

　

ナ
レ

ト

.

佳
人
司
螢

夷
牽

服
」
の
衣

あ
り
。
叉
『
帝

日
。
皐

附
。
蟹
夷
猪
レ
夏

。
塞

賊
姦
%
。
汝
作

レ士
」
.の
交

あ
b
参

照
す

べ

し
。
)

慶
郵

禦

琿

彫

寧

鴛

・
湛

、
常
時
の
刑
畢

現
行
の
磐

進
歩
せ
る
裂

政
策
に
合
し
、
從
て
社

倉
政
策

し

一
致

す

る
黙

な
り

ピ
す
。
抑

も
刑
法

の
事

は
、
経

済

に
は
其
關

係
薄

き
が
如
く
な

れ
ε
も
、
實

は
然
ら

す

。
舜

興

に
列
象
以
】一典
刑
4
.流
宥
二
五

刑
一
鞭
作
二
宮

刑
一
骨

嬬
二
敏
刑
司
金

作
二繭

刑
田
沓

災
難
赦

。
情
終

賊
刑
。

欽
哉
欽

哉
。
」
惟
刑
憧
戒
」

ご
あ
b
。
「
乗
具
二
典
刑

一」
に
就

て
は
、
首
丈
誘

ご
今

文
説

ε
の
二
あ
り
。
王
先
謙

の
孔

論

叢

虞
夏
書
に
見
は
れ
た
ろ
政
治
経
済
思
想

第
十
入
巻

(第
四
號

=
二
)
.
七

一
九

、㍉



論

叢

隠
瓦
書
に
見
11
れ
た

ろ
政
治
脛

胸
思
想

第
十
入
巻

(第
四
號

一
四
)

七
二
〇

コ

ハ

コ

フ

傳

謬
正

に
謂

ゆ
る
今

文
説

を
列
畢
す
。

曰
く

『
豪
者

壷
象
也
o
羅

詰
典

常
也
。
大
傳

云
。
唐

虞
象
刑
而
民
不

二
敢

犯
而
叉

云
。
唐
虞
家

別
。
犯

レ
墨
者
。
蒙

二
阜
巾

の
犯

レ
馴
者
。
潴

二其
表

明
犯
レ
指
巻

。
以
レ
墨
檬
二
其
脂

庭

回而
書

レ
之
。

犯
二
大
辟

一巻

、
布
衣

無
レ
領
。
白
虎

迦
五
刑
篇
。
五

帝
甕

褒
者

。
其

衣
服
象

二
五
刑

一也
。
犯
レ
墨
者
蒙

レ
巾
。

犯
レ
動

者

以
レ
潴

著
二
共

衣
の

犯
レ
膓
盾

以
レ
墨
家

二
其
膿
慮

而
査

レ
之
。
犯
レ
宮
着
順
=
雑

犀
4
犯
二
大
辟

】者
布

衣
無
レ
領
。
愼
子

云
。
有

虞
氏

之
訟
。
以
二
様
巾

一嘗
塞

。
以
二
尊
攣

當

動

。
以
二
非
履

宮

前

。
以
二
丈
蝉

當
レ宮

。
布
衣
無

・
領

當
二
太
厩

一」

ε
ρ
以

上
三
説
大
同
少
異
な

り
。
但

し
大
徳

に
宮
刑

な
き
は
蓋

し
聞
挟

め
る
な

る

べ
し
。

此

嚇
の
説

に
捷

へ
ば

、唐

虞

の
時

代

に
は
墨

(
イ

レ
ズ

ミ
V、
則

(
ハ
ナ

キ
リ

)膿

(
ア

シ
キ

リ
)宮

(
腐
刑
即

ち
男

の
勢

を
断
ち
女

の
陰
を
閉

つ
る
刑

)
六
辟

(死
刑

)
の
五

刑

に
代
ふ
る

に
象
刑
を
以

て
せ
り
。
象
刑

ε
は
衣
服

冠
履

に
目

印
を
附

す

る

こ
ε
に

て
、
前
掲
大
鯨

及
び
白

虎
通

に
撮

れ
ば

、

墨
刑

の
代
り

に
阜
巾

(
ク

ロ
キ
頭
巾

)
を
冠
ら

し
め

.
劇
刑

の

代

り
に
潴

衣
を
き

せ
。
脂
刑

の
代

り
謄

す

べ
き
虞

に

墨
を
以

て
目

印
を
附

け
。
宮

刑

の
代

り
に
雑

扉

ε
て
藁
又

は

歴

て
作
れ
る
履
を
穿
た
し
め
・
六
辟
を
犯
芸

者
に
識

な
き
裏

を
着
せ
む
る
な
う
。
然
る
に
此
象
刑
の
今

交
説
に
封
し
て
は
、
戦
国
太

に
於

て
既
に
苛
卿
の
如
き
大
儒

の
反
鋤
意
見
あ
り
。
笥
子
正
論
篇
に
曰
く

『
世
俗
之

シ

バ
ガ
イ

ヒ
ヅ
シ

ヒ

ハ

シ

ハ

シ
ト

ハ

シ

鴬

レ
説
着

目
。
治
古

蟹
…二
肉

刑

一而
有
二
象
刑
4

墨
跡

、
掻
嬰
。
共

女

畢

。
非

劃
履
。
殺
賭

衣
而
不
レ
純

。
治
古
如

ノ

ソ

・
是

。
是

不
レ
然
。
…

…
・・
凡
刑
レ
八
之
本
。

禁
レ暴
悪

レ
思
。
旦
徴
二
共
未

[也

。
殺
ン
人
者

不
レ死

。
而
傷
レ
人
者

不
レ
刑
。

日
短
調
二
恵
レ
暴
雨
寛
γ
賊
也

。
非

レ臣
心
レ
悪

世
。
散

象
刑

殆
非
レ
生
二
於
治
古

の
並

起
二
於
胤

冷

一也
』
ご
。
此
丈

の
墨
鯨

以



,

'

下

†
六
字

は
頗

る
難
解

な
れ

ε
も
、
前
掲
愼

子
の
言

に
樹
照

し
、
且

諸
家
の
注
繹
を
参
考

す

る
に
、
墨
鯨

の
黙
は
、

當

に
檬

に
作

る
べ
く
、
檬

は
巾

な
り
、
故

に
墨
は

檬
す

ご
ば
墨
刑

の
代

り
て
黒
き
頭
巾
を
似

て
す

る
を
謂

ふ
な

り
。

掻
嬰
ば
當

に
深
櫻

に
作

る

べ
く

、
叉
倣

の
よ

に
當

に
則

の
字
あ

る

べ
し
。
故

に
則
は
繰
櫻
す

ビ
は
、
刷
刑

の
代

b

に
晒

せ
る
布

の
櫻

を
用
ひ

し
む

る
な
り
。
共

は
宮

の
誤

り
、
芙

畢
は
交

は
茗

日
色
、
畢

は
雌

ど
同
じ
綾

な
り
前
を

蔽

ふ
布
な
り
。
故

に
共

交
畢

ε
鼠
宮

刑
の
代

り

に
蕎

日
色

の
前

垂
を
用

ひ
し
む

る
を
謂

ふ
な
り
。
非

封
履

の
非

は

ト
ら

ク

荊

の
誤

な
り

、
即

ち
旛

`
同
義

に
て
足
切
り

の
刑

な
b
。
封

は
紺
.の
誤

な
り
、
樹

履
は
蹴

の
く

つ
な

り
。
故

に
井

野

履
は
農

の
代

り
に
耽

の
履
を

穿
た

し
む
る
を
謂

ふ
な

り
。
殺

ハ賭

表
面
不
レ
純

の
純

は
縁

な
り
、
領

〔
え
り
)
な
り
。

死
刑

の
代

り

に
領

な
き
赫
衣
を
着
用

せ
し
む

る
を
謂

ふ
な

ら
。
筍

子
は
謂

ふ

「
世
俗

の
説

に
、
治

ま
れ

る
古
代

に

肉
刑

な
く
し
て
前

場

の
如

き
象

刑
あ
り
だ
り

ご

い
ふ
も

、
實
は
然
ら
す
。

凡

そ
人
を
刑

す

る
本
.義
は

、
暴

を
禁
じ

悪
を

恵
み

、
且
暴

悪
を
禾
獲

に
防

ぎ
懲
ら

す

に
在

り
。

然

る
に
果

し
て
象
刑

を
行

は
む

か
、
人

を
殺
す
者

も
死
を

冤
.か
れ
、

人
を
傷

つ
る
看

も
捌

せ
ら
す

、
暴

れ
暴

を
恵

み

て
賊
を
有
す

こ
ご

、
な

り
、

悪
を
恵

む
の
本
義

に
背
戻

す

べ
し
。
故

に
象

刑
は
治

れ

る
古
代

に
生
し

た
る

に
非

す

、
ま

さ
に
齪

れ

る
今
世

に
起

り
陀

る
な
り
」

ご
。
.

家

別

の
今
文
説

は
荷

手

の
如

き
有
力

な

る
反
封
意

見

あ
b

し

に
拘
は
ら
す

、
猶

之
を
是
認
す

る
者

絶

え
ず

。
例

へ
ば

由
《
記
孝
一久
帝
紀

に

「
蓋
開
開荷
虜
…氏

ナ
僧職
。
議
馳
二衣

冠
叫

毘
八二
出早
服

「凹
風
鳥

レ像
…。
而
民

プ小
レ
犯
」

ご
あ
・り
。
漢
書

武
帝
紀

に
「
険

聞
昔
在
二唐
虞

叩
聲
象
而
践

不
レ
犯
」
ε

め
り
。
元

帝
紀

に
『
蓋
開
唐
虞

象
刑
而
民

不
レ犯
」

こ
め
り
。

論

叢

腱
夏
書
に
見
ば
れ
た
る
政
治
纏
濟
思
想

第
十
ん
巻

(第
四
號

一
五
)

七
二
一



'

論

叢

虞

真
書

に
見
に
れ
た
る
政
治
経
済
思
想

第
十
八
巻

(第
四
號

一
六
)

七
二
ニ

ナ
シ

三
國
忠
魂
明
帝
詔
に
云
ふ

『
有
虞
民
叢
象
而
民
勿
レ犯
」
ε
あ
る
の
類

一
一
枚
畢
す

る
に
邊
あ
ら
す
。
王
先
謙
の
如

き
も
亦
固
よ
り
今
文
説
を
取
る

一
人
な
り
b
熱
れ
こ
も
古
文
説
亦
必
す
し
も
捨

つ
べ
か
ら
す
。
孔
傳

に

「
象
身
共

刑
」
を
繹
し
て
曰
く
「
象
法
也
。
法
用
二
宮
刑
可
用
不
レ越
レ
法
」
ε
。
察
沈
は
『
象
以
典
刑
』
以
下
を
解
糧
し
て
、
大

要
左
の
如
く
日

へ
り

『
象
は
天
の
象
を
垂
れ
て
以
て
人
に
示
す
如
し
。
典
ξ
は
常
な
り
。
人
に
示
す

に
常
刑
部
ち

墨
、
劇
、
荊
、
宮
、
大
辟
の
五
刑
を
以
て
す
。
但
し
此
等
は
宥
す
可
か
ら
ざ

る
重
罪
.に
課
す
。
而
し
て
罪
の
梢
軽

き
者
に
勤
し
て
は
五
刑
を
害
し
て
流
刑
を
課
す
。
『
流
宥
五
刑
」
ε
め
る
は
こ
れ
な
b
。
「
鞭
作
二
宮
刑

こ
ご
は
木
の

先
に
革
を
垂
れ
た
る
鞭
を
以
て
打

つ
官
府

の
刑
な
り
。
「
卦
作
二
激
刑

一』
は
榎
(積

に
同
じ
「
ク
サ
ギ
㌧
建

つ
一
ソ
ジ

ソ
ボ
ク
)
の
「
}物
を
以
て
打
つ
學
鍛

の
刑
な
り
。
瞭
刑
は
金
を
出
し
て
罪
を
膿

ふ
な
り
。
暴
れ
蓋
し
罪
の
極
め
て

軽
く
、
鞭
朴
の
刑

に
入
る
ご
錐
も
、
而
も
情
状

の
酌
量
す

べ
き
智
の
に
…罰
し
て
課
ず
る
な
b
。
告
災
騨
赦
`
は
、

告
は
過
誤
、
炎
は
不
幸
、
若
し
人
過
誤
叉
は
不
幸
に
由
り
て
刑
に
鯛
れ
だ
る
も
の
は
直
ち
に
之
を
宥
す
を
謂
ふ
。

之

に
反
し
て
枯
終
賊
刑
ご
は
、
恰
は
恃
む
所
あ
る
を
謂
ひ
、
終
は
再
犯
を
謂

ふ
。
若
し
人
恃
む
所
あ
り
、
又
は
再

犯
に
て
刑
に
鯛
れ
把
る
も
の
は
、
必
ず
之
を
刑
し
て
宥
す
こ
ε
な
き
を
謂
ふ
、な
り
。

此
他
、
大
高
誤

に
舜
か
泉
陶

に
言

へ
る
語
に
『
刑
期
三
ナ
無
刑

一」
ご
い
ひ
。
皐
陶
の
答
に

『
罰
弗
レ
及
レ
嗣
。
賞
延

ノ

シ
キ

ハ

ノ

シ
ギ

ハ

レ
干
レ
世
。
宥

レ
過
無

レ大
。
刑
レ
故

無
レ
小
。
罪
疑
惟
輕
。

功
疑

惟
重
」
の
語

め
り
。
謂

ゆ

る
宥

レ過

無
レ
大
、
刑

レ故
無

レ
小

ざ
は

、過
誤
犯

す
所

は
大

ご
難

も
必
ず

清

し
、
故

意

に
犯
す
所
は

小

ご
錐

も
必

ず
刑
す

る
を
謂

ふ
な
い
。
即

ち

h



岬

.

前
掲
舜
典
の
告
災
騨
赦
、
怯
終
賊
刑
ご
異
僻
同
義
な
b
ご
つ
ふ

べ
し
。
現
代
ズ
明
諸
國
の
刑
法
に
規
定
す

る
犯
罪

の
不
成
立
及
び
刑
の
輕
減

(我
刑
法
第

一
編
第
七
章
㌧、
酌
量
軽
減
(
同
第
十
二
章
)
、
累
犯
加
重
の
刑
(
同
第
十
章

)

の
規
定
の
如
き
は
、
尭
舜
の
.刑
法

に
既

に
真
蛸
を
覆
し
た
り
ご
謂
ふ
も
蓋
し
過
言
に
非
ざ
る
べ
し
。
且
若
し
前
掲
、

『
象
以
典
刑
」
の
意
義

か
果
し
て
今
寅
説
の
如
く
な
ら
ば
鰍
洲
第
十
九
世
紀

に
於
て
、
始
め
て
ロ
ム
プ
ロ
ゾ
等

に
依

り
て
唱
道
せ
ら
れ
た
る
死
刑
塵
土
の
理
想
は
、
早
く
も
支
那
唐
虞
の
上
古
に
規
定
せ
ら
れ
、
貴
行

せ
ら
れ
だ
る
も

の
ビ
謂
ふ
可
き
歎
。

第

二

章

夏

書

志
交
儒
醤

の
夏
書
は
、
禺
貢
、
甘
誓

五
子
之
歌
、
胤
征
の
四
篇
よ
り
成
る
。
今
文
に
は
只
禺
貢
ど
甘
誓

ξ
の

み
有
b
。
四
篇
中
、
禺
貢
は
最

も
重
要
な
り
。
こ
れ
は
高

か
舜
の
命
を
承
け
洪
水
を
治
め
、
九
州

の
地
を
分
ち
、

貢
賦
の
法
を
定
め
た
る
事
蹟
の
記
録
に
.し
て
、
良
説
の
夏
本
紀
及
び
漢
書
の
地
理
志
に
も
掲
載
せ
ら
ろ
。
但
し
文

字
に
梢
異
な
る
所
あ
b
。
彼
此
参
照
す
れ
ば
蓋
し
大
に
獲
明
す
る
所

あ
る
べ
き
な
り
。

元
來
虞
書
夏
書
の
名
構
に
就
て
は
、
察
注

に
は

『
嘉
典
は
唐
虞

の
事
を
組
す
ε
難
も
、
然
も
本
虞
史
の
作
る
所

な

る
か
故
に
虞
書
ざ
日
ひ
、
其
舜
典
以
下
は
、
夏
虫
作

る
所
な
れ
ば
當

に
夏
書
ご
日
ふ
べ
き
を
、
此

に
虞
書
ε
云

ふ
は
或
は
以
て
孔
子
の
定
む
る
所
ご
籍
す
な
ら
む
。
夏
書
凡
そ
四
篇
、
禺
貢

は
虞

の
時
に
作
れ
り
。
而

る
に
之
を

論

叢

塵
真
書
に
見
に
れ
た
る
政
治
纒
澹
思
想

第
+
八
巻

(第
四
號

一
七
)

七
二
一二



論

叢

腱
夏
書
に
見
11
れ
た
る
政
治
纏
濟
思
想

第
+
入
谷

(第
四
號

「
八
)

七
二
四

夏

書

に
繋

る
は
、
禺

の
王

た
る
是

の
功
を
以

て
す

れ

ば

な
り
」

ざ
説
明
す
。
撚

れ
ご
も
正
先
謙
孔
傳
参

正

に
依

れ

　

　

む

ば
、
馬

融
鄭
玄

の
曾
'て
講
習

し
た

る
濫
ハの
古

交
伺
書

は
皆
題

し
て
虞

農
書

ご
日
ひ

π
b
。
其
理
由
は
虞
夏
は

同
科

に
て
、
虞

の
畢

ご
雌

も
亦
夏

に
連
な

る
ε

い
ふ
な
り

。
余

が
本

論

に
於

て
便
宜
上
震
い書

ご
夏

書
ご
の
二
草

に
分

つ

ε
錐

も
、
例

へ
ば
夏
書

の
禺

貢
を
説
明
す

る
に
就

て
農
書

の
盆

桜
を
参

照
す

る
を
要

す

る
如

く
、
實

に
虞

夏
向
科

宜

し
く
虞
夏

書
ε
補
す

べ
し
ご
の
読

の
妥
當
な

る
を

威
す

る
も

の
な

り
。

扱

、
発

の
特
に
大
洪

水

め
り
。
発
は

四
岱

の
盲
を

聴

き
、
鰍

を
し

て
之
を
治

め
た
れ
ε
も
、
九
年

に
し
て
功

な

し
。
,時

に
舜
は
撮
政

ざ
な
り
、
鯨

の
子

の
高

を
擧

げ

て
水
を
治

の
し
む
。
禺

は
禺
及

び
后

稜

ご
共

に
帝

の
命

を
奉

じ
、
.諸

侯
百
官

」
命

じ
、
人
待

を
興

し
て
治

水

の
事

に
從

ひ
、
身

を
労

し
、
思

を
焦

し
、
外

に
居

る

こ
己
十

三

年

家
門
を

過
ぐ

る
も
敢

て
入

ら
す

。
遂

に
治
水

の
功

を

奏

し
た
り
。
禺

の
此
惨

澹

覚
る
苦
.恥
は
、
虞

書
蠧
櫻
篇

に
識

す

る
所

の
禺

の
語

に
徴

し
て
明
.か
な
り
。

●

禺

は
既

に
水
を
治

め
、
九

州

の
地

味

を
調

査
し
、

田
地

を
九

等

(即

ち
上

上
、
上
中
、
上
下
、
中

上
、
中

中

、

中

下
、

下
上

、
下
中

、
下
下

)
に
分
ち

、
田
賦
を
同

じ

く
九
等

に
分
ぢ

た
b
。
.熬

れ
こ
も

田
地

の
等

級
は
必

し
も

田
賦

の
等
級

ご

一
致

せ
し

め
す

。

こ
れ
蓋
し
水
害

の
大

小
、
交

通

の
便

否
、

人
口

の
多
少

、
土
地

の
廣

挾
、

田
産

物
以
外

の
産
物

の
如

何
等
種

々
の
事
情

を
斟
酌

し
て

、
以

て
国
賊

の
軽

重
を

定

め
た

る
も

の
な

る

べ
し
。
例

へ
ば

発
州

の
田
地

は
六
等

に
し

て
、
其

賦
は
九
等
な

れ
`

も
、
荊
州

の
田
地

は
八
等

に
し
て
其

賦
は
三
等

な

る
の
類

是

一



b

な
り
。

又
禺

は
.田

賦
の
外

に
各
州

(翼
州

を
除

く
)
を
し

て
真
土
地

の
特
種

の
産
物
を

貢
納

せ
し

め
た
b
。

例

へ
ば
青

州

が
盤

、
海
産

物
、
山
繭

締
を

賞
し
、
揚

州
が
金
、

銀

、
銅
、
竹
、
木
、
歯

.
革

、
勿

.
毛

、
橘
柚

を
貢

し
、
梁
州

が
理

,
鐵
、

-銀
、
鎮

、
弩

磐

、
熊

、
熊

、
狐

、
裂

を

貢
す

る
の
瀬
見
な

り
。
.

む

む

　

む

'
藪

に
注

意

を
要

す

る
は
、
構

し
て
禺

貢

ε

い
ふ

ξ
錐

も
、
此

頁
は
贋

き
意
義

の
頁

に
て
、
狭

義

の
貢
ざ
賦

ε
を

兼

ね
〔
上
の
取

る
所
之

を
賦

ξ

い
ひ
、
下

の
供
す

る
厨

之

乞
頁

ご

い
ふ
)
。
而

し
て
此
狭
義

の
貢
は

。
更

に
①

単
純

む

な

る
貝

、
働
筐
帥

ち
付

文
は
本

に
て
作

れ

る
函

に
入

れ
て
貢
す

る
物
、
働
包
　即
ち

つ

つ
み

て
貢

す

る
物

ε
に
分
れ

　

む

而

し
て
此

等

の
貢

物
の
中

に
は
肉
鍋
貢

ご
構

し
て
常

に
は
貢

せ
す
、
た
だ
特
別

の
命

セ
錫

(
賜

)
は
る
を
待

ち

て
始

め
て
貢
す

る
も

の
あ
り
。
筐

は
綜
久
は
織
物

に
限

れ

り
、
例

へ
ば
変
州

の
簾

は
厭
下
締

(山
繭
緕

の

こ
ε
)
、
徐
州

の

ソ

ノ

筐

ほ
玄
織

縞
、
揚

州

の
筐

は
織
只

(
ニ
シ
キ
)
の
類

舵
馨

り
.
包

は
蓋
し
葉
物

に
限

晒
り
、
例

へ
ば
揚

州
の

「
蹶

起

r橘
柑

、
錫
貢

」

ε
あ

る
は
、
楊

州

の
橘
柑
は
包
即

ち

つ
つ
み
て
賞

し
、
且
命

を
錫

は

る
を
待
ち

て
貢
せ

る
も

の
な

る
を

い
ふ
な

り
D

む

　

禺

貢

を
讀

み

て
、
第

　
に
威
す

る
は

、
輓

近
欧
州

の
財

政
學

誉

が
金
科

玉
篠

こ
し

て
主

張
す

る
所

の
課
税

公
正

の
法
則

が
、
當
時
既

に
蟹

行

せ
ら
れ
た

る

こ
ざ
是
な

b
。
軍

に
田
地

の
上

下
の
み
に
由

ら
す

、
種

々
の
事
情

を
酌

量

し

て
、
田
賦
の
差
等

を
設
け
た

る
こ
ε
、
及

び
各

州

の
土
宜
土
産

に
從

ひ
て
貢
物
を
徴

し
た
る
も

の
は
、
課
税

論

壁

虞
夏
書
に
見
は
れ
た
る
政
治
経
済
思
想

第
十
八
巻

(第
四
號

「
九
)

七
二
五



論

叢

渓
夏
春
に
見
に
れ
た
ろ
政
治
縄
潴
思
想

第
十
入
谷

(第
四
號

二
〇
)

七
.二
六

一
般
主
義

に
加

ふ
る
に
、
雫
等
主
義
即

ち
能
力
主
義

を
以

て
し
陀

る
も
の
な
り

こ
す
。

む

む

笛
〃二
応
、
艶異
州
凋
b
買
な
き
は
何
ぞ
や
。
余
思
ふ
に
田
賦
は
民
が
官
府
…
に
納
む
る
も

の
な
れ
ご
も
、
工員
は
各
州

に
在
る
牧
民
官
が
天
子
に
巻
貢
す
る
所

の
も
の
な
胤

べ
し
。
夫

れ
翼
州
は
帝
都
の
在

る
所
な
り
。
散
に
其
民
は
田

賦
を
直
接
に
天
子
直
厨
の
官
府

に
上
納
す

べ
し
。
而
し
て
他
の
八
州

の
民
は
其
田
賦
を
共
用
の
牧
官
即
ち
諸
侯
に

靹

め
、
、
諸
侯
は
其
田
賦
の
大
部
分
を
以

て
各
州

の
地
方
脛
質
を
耕

し
、
其

一
部
を
以
て
土
宜
土
産

に
易

へ
、
之
を

ノ

コ

フ

帝
都

に
貢
進

し
た
る
な
ら

む
。

王
先
謙

孔
傳
参
正

に
『
詩
苗

田
疏

引
曽一鄭

志

一云
。
凡
所
三
具
筐

一之
物

。
哲
理
一一挽
物

一

帯

レ之
。
.階
二
時

物
傾
司

以
當
二
郷
賦

』
ε
あ

る
は
、
蓋

し
此

意

に
同

し
か
ら

む
。

　

む

第
三
、
禺
貢
に
各
州
よ
b
帝
都
に
至
る
の
水
陸
交
通
路

の
順
序
を
詳
記
せ
り
。
先
儒
之
を
以
て
、
貢
物
を
帝
都

に
致
す
の
順
路
ご
解
繹
す
る
も
の
あ
り
。
撚
れ
ざ
も
余
思

島
に
此
解
繹
は
秘
隙
に
失
す
。
寧

ろ
萬
民
交
通
、
百
貨

交
易
の
路
ざ
解
繹
す
る
を
愛
當
ざ
す
。
今
迄
勉
謹
せ
む
が
爲
に
、
少
し
(
前
に
戻
b

て
、
.虞
書
盆
櫻
篇

に
識
す

る

所
の
左

の
語
を
吟
味

せ
む
。

璃
禺
且
。
洪
水
滑
レ
天
。
浩
浩
懐
レ
山
裏
レ
山
。
下
民
昏
塾
。
予
乗
二
四
載
↓
随
レ
山
刊
や木
。
畳
レ
盆
奏
二
庶
鮮
食
司
予

決
=
九
川
⑩
距
一一四
海
幻
溶
二
吠
漕
一
腹
レ
川
。
畳
レ
石
播
。
奏

】撫

隷
下
食
。
鮮
食
。
愁
遷
二
有
無
的
化
レ
居
。
丞
民
乃

粒
。
萬
民
作
レ
父
』

此
丈
の
大
意
は
、
寓
目
く
洪
水
氾
濫
し
て
、
山
を
包
み
岡
を
浅

し
、
天
を
も
ひ
た
す
有
様

に
て
、
庶
員
は
沈
溺



の
蝸
ζ
陥

る
れ
り
。
余
乃
ち
陸
行

に
は
車
、
水
行

に
は
舟
、
山
行
に
は
桶
、
泥
行
に
は
権

に
乗
り
て
、
山
に
随
ひ

シ

レ
シ

木
に
表
を
附
け
て
路
を
通
じ
、
虞
の
官
即
ち
山
澤
を
掌
る
官
の
釜
ご
共
に
鑑
力
し
、
庶
民

に
勤

め
で
漁
猟
を
爲
し

魚
鳥
獣
肉
を
食
せ
し
め
覚
り
。
予
は
九
川
〔弱
、
黒
、
河
、
漂
、
江
、
沈
、
潅
、
溜
、
誰
の
九
水
)
を
決
U
.
導
き

て
海
に
至
ら
し
め
、
堀
や
溝
を
深
く
し
て
之
を
川
に
導

さ
、
斯
く
し
て
得
た
る
田
畝
に
、
后
稜

の
官
の
棄
ε
共

に

霊
力
し
て
穀
種
を
播
き
、
庶
民

航
食

し
難
き
物
(
蓋
し
穀
物
を

い
ふ
)
を
漸
く
食
ふ
を
得

せ
し
め
、
街
足
ら
ざ
る
所

は
、
魚
鼈
禽
鳥
の
肉
を
以
て
補
は
し
め
π
り
。
又
勉

め
て
有
無
相
通
す
る
の
方
法
を
講
じ
、
蓄
積

せ
る
貨
を
交
易

鍵
化
.ぜ
し
め
だ
り
。
是

に
於
て
庶
晟
は
始
め
て
穀
食
す
る
を
得

て
、
國
は
治
ま
れ
り
ピ
な
b
。
北

口「
愁
遷
二
有
無

一

化
レ
居
」
の
六
字
は
匆
々
に
讃
過
す

べ
か
ら
す
。
居
は
居
積
す
る
所

の
貨
な
り
。
化
は
交
易
攣
化
な
り
。
由
是
蜆
之

禺
が
水
を
治

め
て
開
通
せ
し
め
得
π
る
水
陸
の
道
路
が
、
庶
民
の
財
貨
を
交
易
す
る
爲
に
利
用
せ
ら
れ
た
る
は
明

な
b
ご
す
。

む

　

.

第
四
、
禺
貢
に
記
載
す

る
.各
州

の
産
物
を
子
細

に
検
す
る
ご
き
は
、
當
塒
漁
猟
牧
畜
農
耕
園
藝
の
諸
業
は
素
よ

b
論
な
く
、
探
鑛
冶
金
の
術
、
玉
石
竹
本
朋
毛
歯
革

の
工
業
、
獣
毛
苧
鷹
山
繭
鷲
縣
等
の
紡
織
業
が
既
に
著
る
し

く
進
歩

し
花
る
を
知

る
べ
し
。
從
て
此
等
の
諸
産
物
及
び
諸
製
造
品
が
、
禺

の
水
を
治

め
て
通
じ
得
π
る
水
陸
の

道
路

に
由
り
て
、
各
地

に
聴
楡
せ
ら
れ
、
交
易
せ
ら
れ
た
る
は
固
よ
り
當
然
な
り
ご
す
。

禺
貢
の
外
の
三
篇
は
、
本
論
の
資

料
こ
し
て
は
飴
り
重
要
に
非
す
。
且
五
子
之
歌
ご
胤
征

ε
の
こ
篇
は
殆
ん
ざ

論

叢
}

虞
真
書
に
見
に
れ
六
ゐ
政
治
純
濟
思
想

第
十
入
谷

(第
四
號

一
=
)

七
ご
七

噛



岬

論

叢

虞
瓦
書
に
見
に
れ
た
ろ
政
治
経
濟
思
想

第
十
八
巻

(第
四
號

二
二
)

七
二
八

備
書

ε
確

定
せ
る
も

の
な
り
。
故

に
藪

に
注
意
す

べ
き

二
三

の
文
句

を
抜
萃
す

る
に
止

め
以

て
本
論

を
畢
ら

む
ε

欲
す
。

,

　

む

甘
誓

は
古
今
丈
夫

に
有
り
。

こ
れ
は
禺
が
死
し
て
、
子
の
啓
が
位
を
睡

ひ
た
る
に
、
同
姓
.の
諸
侯
有
麿
氏
服
せ

す
・
啓
之
を
征
し
て
押

の
野
義

ひ
、
遂
に
之
姦

し
た
・
が
.
其
將

に
落

磐

す
る
康

啓
が
軍
陣

に
誓
ひ

た

る
語
な
り
。

穀
梁

傳
〔隠

八
年
傳

)

に
云

ふ
講
書
不

図及
二
五

帝

一
・し
。
萢
騨
注

に
云

ふ
、
五
帝

ε
は
黄

帝
、
頴
頂

む

む

帝
馨

、
尭

、
舜

な
し
、
夏
以
前

に
は

誓
な
し
、
而

る

に
啓
誓

を
作
り
、
斯

一
し

て
帝
典
始

め
て
傾
け
り

ご
。
亦

以

て
時
世

人
情

の
攣

を
観

る

べ
き
な
り

、
甘
誓

に

『
予
誓

二
告
汝

明
荷
麿

氏
威
二
侮
五
行
の

怠
二
葉
三
正
司
天

用
勤
二
絶

其
命
の
今

予
惟
恭

行
二
天
之
劃

一」

の
女

あ
り
。
入

善
な

れ
ば

天
恵
を
受

け
、
悪

な
れ
ば
天
罰
を
蒙

む
る
。

而

し
て

王

は
天

に
代
り

て
賞
罰
を

行

ふ
者
な

り
ε
の
當
時

の
思

想
亦

嶽

て
観

る

一、
き
な

り
。
五

行
は
本
人
土
金

水

の
徳

、

三

正
は
天
地

人
の
正
道
を

い
ふ
。
五
行

は
周

書
洪

範

に
詳

な
り
。
甘

誓

の
末
文

に

「
用

・金
賞
二
手
祀

門
弟
レ
用
レ
命

裁
二
千
　匹

予
則
翠
工
数
汝

一』
の
旬

め
り
。
凡

そ
天
子
親

征
す

れ
ば
必
ず
纏
廟

の
阻
主

ざ
肚
圭

ε
を
載

せ
て
行

き
、

功

め
れ
ば
祀
圭

の
前

に
て
賞

し
、
罪

あ
れ
ば
肚

王

の
前

に
て
罰
す
。

裁
は

今
文
伺

書
は
膠

に
作

り
、
摯
鐵

の
學

は
古

今

衣
ご
も
本
は
銀

砂
字
な

り
し
な
り
。
奴
裁

は
江

氏

の
誘

に
依

れ
ば
或

は
奴

ご
な

し
、或

は
誅
戮
す

。罪

の
輕

重

に

從

ふ
な
り
。

一
説

に
は
奴

ご
駕

し
て
之

を
裁

陣
す

ε
。
漢
書

李
有
徳

の
賛

に
『
及

レ
至
二
困
居
曲
奴
膠

、
荷

活
」
の
交

あ
り
。
要
す

る
に
摯
裁
を

以

て
子

ま
で
訣
鐵
す

ε
寫

す

の
蕾

説
は
非
な

る
に
似

た
り
。
主
簿

に
父
子
兄
弟
、
罪
不
二

「

,



ベ
ル

ニ

マ
テ

相

及

一ご
あ
り
。
叉

孟
子

に
罪

レ
人
不

レ
輩

巴
あ
り
。
如

何
に
軍
律
な

れ
は

ε
で
、
子

ま
で
罰

す
る
は
酷

に
失

せ
り
。

此
「
學

鐵
汝
」
の
女
は
臨
書

の
湯
誓

に
も
有

り
。
即

ち
「
爾
不
レ
從

一誓

言
の
予

則
學
二
墾
汝
一
凹
凹
レ有

レ仮

レ
赦
」
ご
あ
り
。

而

し
て
聞
書

の
奉
書

に
は

『
功
多
有
こ
厚
賞
の

不
レ
辿

有
二
顯

裁

』
ご
あ
り
。
牧
誓

に
は

『
両
所

レ弗
レ
筋
。
其

手
二爾

躬

一荷

レ
数
」

ご
あ

る
な

り
。

思

ふ
に
古
代
罪
人
を

奴
隷

,し
な
し

た

る
は

.
東

四
諦
國

の
史
乗

に
顕
著

な

る
所

な

り

股
め

奨
子

が
紺

に
罪

を
獲

て
奴

ざ
な
り
た

る
如

き
亦

一
例
な
b
。

キ
ミ

リ

　

　

む

五
子
之
歌
は
啓
の
子
太
康
が
田
猟

に
耽
り
て
、
政
治
を
怠
り
、
有
窮
の
后
翼
の
矯
め
に
逐
は
れ
、
大
慶
の
五
弟

之
を
怨
み
悲
し
み
て
、
禺

の
訓
戒
を
述

べ
て
作
れ
る
歌
な
り
ε
い
は

る
。
其
中
の
二
三
句
を
左
に
稜
蔦
.す
。

八

八
コ
レ

ノ

を
レ

ハ

.

『
皇

祖
有

レ訓

。
民
可

レ
近
、
不
レ
可

レ
下
。

民
惟
邦
本
。
本

間
邦
寧
」
。

ニ

『
訓

有
レ
之
。
内
作
二
色
荒
司
外

作
二
禽
荒
川
廿

レ酒
嗜

レ
音
。
峻
レ
宇

彫
レ緒

、
有

二

二干

死
而
未

セ或

レ
不

レ亡
」
。

　

　

胤
征
は
仲
康

が
胤
侯

に
命
t

、
講

和
を
征

せ
し

め
た

る
特
、
胤
侯

が
畢
衆

に
告

げ

た

る
誓

な
b
。

義

和
の
子
孫

に

て
、
世
世
天
文

を
暦

象
す

る
こ
ε
を
掌

ε
る
。
是

の
時

の
義

和
は
酒

に
耽

り

て
。
職

を
塵

し
日

蝕

の
事
あ
り
た
れ

ご
も
聞

知
す

る
こ
ε
無

き
が
如

き
無

道

に
陥

る
り
た
り
。

胤
征

に
左

の
語

あ

り
。

コ

「
政
典

日
。
.先

レ時
者

救
難

レ赦
。
不

レ及

レ
時
者
殺

無
レ
赦
。

今
子
易
二
爾
有
衆

一奉

二
將
天
罰
↓
爾
衆
士

。
同
二
力

王

コ
ピ
ア
び

り
ク
ハ

室
の

爾

弼
レ
予

。
欽
承

二
天
子
威
令

」

要
す

る
に
五
子

之
歌

ご
胤
征

ご
は
備

書
に
し

て
、
左
傳

、
國
語

、
戦
画
策
、
荷

手
、
准

南
子
等

の
文
句

を
取

り
合

論

鍛

喫
瓦
書
に
現
ば
れ
大
ゐ
政
治
纒
濟
思
想

第
十
八
巻

(第
四
號

二
三
)

七
二
九



論

叢

虜
真
書
に
現
ば
れ
た
る
政
治
経
済
思
想

第
十
八
巻

(第
四
號

二
四
)

七
三
〇

せ

て
作

り
た
る
も

の
な

る
は
殆

ん
ご
疑

を
容

れ
ず

ご
蹉

も
、
太
甲

が
「
國
を
失

ひ
」
、
義

和
が

「
酒
淫

し
時
を
磨

し
巳

を
観

れ
る
」
は
史

記
の
記
す

る
所

な
り
。
戦
国
策

に

『
梁

霊
魂
嬰
。
膓
三
諸
侯

於
二
萢
壷
網
酒
酎

。
講

二
種

君
畢

・膓

。

　
チ
プ

魯
君
興
避

レ席

揮
吉
日
。
昔

者
市

女
倉
二儀

秋
作
γ
酒
。

而

美
。
進

臥
之
禺

叫
禺

飲
而
甘

レ
之
。

遂
疏
二
儀
秋

司
絶
二
旨

酒

肉
日
。

後
世
必
荷
下
以

囮酒
亡

二
其
國

一巻
凶

・…
・…

・今

主

君
之
奪
。
儀
秋

之
酒
池
。
主

君
之
味

易
牙

之
調
也

・・…

…
有
レ
ー
レ
於
レ
此

、
足
三
以
亡
二
英

国

一云
云
」
ε
あ
り
ゅ
禺

は
旨
酒
を
絶

ち
、
勤
倹
力
行
以

て
天
下

に
王

ε
な
り

。
禺

の
後
裔
桀

は
酒
池

肉
林

の
驕
奢

に
耽

り
て
天
下
を
失

ふ
。
.
禺

の
言
識

を
爲
す
。

畏
れ
且
戒
む

べ
き
な

り
。
孔

子
禺

ハ

を
頌

し
て
曰
く
『
禺

吾
無
=
間
然

一尖
。
非

二飲

食
刈
而

致
二
季

乎
鬼
神
四
悪

二衣

服
鱒
百
敷
二
美
平
繍
冤

幻
　鼻
=
宮
室
明

而

蓋
二
方
平
滝
血

～
高

書
無
二間

然

一突
」
(論

語
子
學
第

九

)。
上

は
鬼

柳
を
敬

し
、
下
は
人
民
を
愛
撫

し
。
勤

倹
白

む

む

　

　

む

む

ら
持
す
る
は
、
禺
の
禮
現
し
た
る
所
、
亦
以
て
虞
夏
時
代
の
聖
賢
の
理
想
な
り
ご
謂
ふ

べ
き
鰍
。
輕
濟
ε
道
徳

ご

　

　

ロ

の
合
致
因

て
以
て
之
を
見

る

べ
き
な
り
。

　

り

む

本
論

を
墨

ら

ん
・し
す

る
に
萢

み
、
術

一
吉

を
要
す

る
は
、
天

久
は
上
帝
に
關
す

る
思

想
な
り
。
凡
そ

帝
王
が
民

ぞ
治

む
る
は
、
天

即
ち
上

帝
の
命
を

受

け
た

る
も
の

な
り

ε
の
思
想
は

、
俗

書
を

】
質
す
。
発

が
義

和

に
命
ず

る

ヅ

ツ
シ

　こ
ル
テ

シ
ダ
が

フ

ア
ア

や
.
『
欽

若

=
昊
天
童

こ

い
ひ
、
大
高
膜

に

『
釜

日
。
都
帝
徳
廣
運
。
乃

聖
乃
紳
。
乃

武
乃

交
。
皇

天
春
命
。

ア

ァ
ナ

ン
ヂ

奄

有
二四

海
一
篇
二
天
下
意

一』
ε
め
り
。
論
語

(発

日
第

二
十

)
に

『
発

日
。
盗

爾
舜
。
天
之
暦
数
在

二
雨
男

ゆ
光
軸
二

其
中

田
四
海
困
窮
。
大
隊

永
終

。
.舜
亦
身
命
レ
禺
」
ご

め
り
。

而

し
て
大
高
談

に
舜

が
禺

に
位
を
譲

る
時

の
語

ε
し



て

『
天
之
暦
数
在
二
汝
躬
明
法
終
陽
三
兀
后
崎
人
心
惟
危
。
道
心
性
徴
。
惟
精
惟

皿
。
允
執
二厭
中

一。
無
稽
之
言
勿
・

キ

ハ

ス

ス
ヤ

　　

ス
ヤ

ニ

ン

ハ

コ
テ
カ

レ
八

二

聴
。
弗
前
之
謀

勿
レ
庸

。
可
レ
愛
.非

レ
君
、
可
レ
畏
非
レ
民

。
衆
非
二
元
后

】億
載
。
后
非

レ衆

岡
二
與
守

F邦

。
欽
哉
。愼

二

七

ハ

ラ

ン

乃
有
位
明
敏
修

「共
可
下
原
α
四
海
困
窮
。
天
棘
赤
経
」
こ
め
ワ
。
蓋
し
北
大
高
談

の
丈
旬
は
論
語
、
.荷
手

(
解
蔽

及
び
正
名
)
国
語
〔局
譜
内
皮
泄
之
祁
)等
を
取
り
合
せ
て
儒
作

ぜ
る
も
の
の
如
し
ご
雄
も
、
帝
土
が
天
の
命
を
受

け
て
其
位
に
在
り
、
而
七
て
民
を
撫
育
す
る
は
天
命
を
奉
承
す
る
所
以
な
b
巴
の
支
那
上
古
以
來
の
理
想
を
詳
叙

せ
る
黙

に
於
て
、
亦
大
に
取
る
邸
き
も
の
あ
り
ご
す
。
泉
陶
涙

に
.
『
天
工
人
共
代
レ之
」
の
語
あ
り
。
天
の
職
を
人

君
が
代
り
て
務
む
る
を
謂
ふ
な
り
。
「
天
叙
二
有
禮

「」
「
天
秩
有
=
禮

一」
『
天
命
=
有
徳
一」
「
大
計
二
有
罪

一』
等

の
甑
咀
あ
り
。

ノ

ハ

ノ

ハ

叉
『
天
聰

明
。
自

二我
民

】聰
明
。
天

明
畏
、
自

二
我
民

一明
威
」
の
語

あ
り
。
此
等
を
熱

讃

玩
味

す
れ
ば
、
支
那

上
古

む

む

む

む

む

　

　

　

　

む

　

む

の
天
人

一
艦
。
君
民
共
存

の
理
想
は
之
を
曾
得
す
る
に
難

か
ら
ざ
る
な
り
。
(完
)

論

叢

震
真
書
に
現
収
れ
た
る
赦
治
縄
濟
思
想

.

第
十
八
巻

(第
四
號

一
一五
)

七
三

「


